
 
 
 
 

和解契約書（全部） 

 原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件(以下、「本件」

という。）について、申立人Ｘ１、Ｘ２（以下、申立人両名を合わせて「申立

人ら」という。）と被申立人東京電力株式会社（以下、「被申立人」という。）

は、次のとおり和解する。 

第１ 和解の範囲 

申立人らと被申立人とは、本件事故に関し、下記期間に対する下記損害項

目について和解することとし、それ以外の点については、本和解の効力が及

ばず、下記期間後に生じた損害に関する申立人らの損害賠償請求権は消滅し

ないことを相互に確認する。 
記 

損害項目   （１）避難費用 
（２）一時立入費用 
（３）営業損害 
（４）精神的損害 
（５）弁護士費用 

期  間   平成２３年３月１１日から平成２４年５月末日まで 
第２ 損害金額 

被申立人は、申立人らに対し、第１記載の損害項目及び期間について、申

立人らに下記内訳に係る金４，８２８，８６２円の損害が生じたことを認め

る。 
（内訳） 

Ⅰ 申立人Ｘ１について 
（１）避難費用           金８２２，６００円 
  ⅰ 交通費        金２１，０００円 
  ⅱ 雇用促進住宅共益費     金９，６００円 
  ⅲ 謝礼            金１９２，０００円 
  ⅳ 家財道具購入費    金４００，０００円 
  ⅴ 被服費増加分   金２００，０００円 
（２）一時立入費用         金２２７，６１５円 
（３）精神的損害        金１，５７０，０００円 
              合計金２，６２０，２１５円 

Ⅱ 申立人Ｘ２について 
（１）営業損害           金５１８，０００円 
（２）精神的損害        金１，５５０，０００円 

491 
旧警戒区域（富岡町）から避難した夫婦の避難慰謝料について、夫につき

両目の手術直後の要安静状態での避難を余儀なくされたこと等を考慮して

一時金７万円の増額、また、妻につき夫の介助等の避難生活の過酷さを考慮

して一時金５万円の増額が認められた事例。 



              合計金２，０６８，０００円 
 Ⅲ 弁護士費用             金１４０，６４７円 
第３ 和解金額 

被申立人は、申立人らに対し、第２項記載の損害金金４，８２８，８６２

円から、仮払金金１，３００，０００円を差し引き精算した、和解金金３，

５２８，８６２円の支払義務があることを認める。 
第４ 支払方法 

（省略） 
第５ 清算条項 

申立人らと被申立人は、第１項（１）（２）（３）記載の損害項目（同

項記載の各期間に限り、遅延損害金を含む。）については、本和解に定める

もののほか、当事者間に何らの債権債務がないことを相互に確認する。 
第６ 手続費用 

   本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 
 

 本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人ら及び被申

立人が署名（記名）押印の上、各自１通を保有するものとする。また、被申立

人は、本和解契約書の写し１通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交付す

る。 
平成２５年５月１４日 
 
 
（仲介委員 兼川真紀） 


